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「三田学会雑誌」89巻 4号 （1997年 1 月）

刈分小作制度の内在的優等性の理論的解明

藤 田 康 範 *

1 . 序

刈分小作制度に関する理論をめぐっては，古くから，理論の現実説明能力の乏しさが問題視され 

ており，今日においても依然として論争の対象となっている。刈分小作制度とは，収穫の一定割合 

を地主が取得する小作制度であり，収穫の多寡に関わらず一定量を地主が取得する定額小作制度の 

対極に位置づけられるものである。A_ Sm ith (1929)や A. M arshall (1961) などの古典派経済学 

者は，刈分小作制度における小作人の努力水準が定額小作制度における努力水準に比べて低くなる 

という「刈分小作制度の内在的劣等性」を指摘したが， しかしその一方で，洋の東西を問わず数多 

くの地域において刈分小作制度の存在が報告されており)，古典派理論の上で非効率的と結論づけら 

れる刈分小作制度が現実に数多く存在する理由の究明が重要課題となっている。 とりわけ，刈分小 

作制度が定額小作制度よりも効率的であることを論証し，地主の最適化行動から刈分小作制度の選 

択を説明する理論の構築が希求されている。Johnston (1 9 5 0 )は，地主が小作人の労働を監視•強 

制することによって，刈分小作制度下で社会的最適生産量が達成されることを主張し，上 記 の 「刈 

分小作制度の内在的劣等性」命題に修正を加えたが，その後，Bardhan and Srinivasan (1971) な 

どによって，地主が小作人の労働を監視• 強制することが事実上不可能であることが示されて，Jo
hnston (1 9 5 0 )の主張が否定され，爾來地主がメ丨J分小作制度を選択する理由を，地主が小作人の

* この論文は，寺出道雄教授および細田衛士教授の理論経済学演習での討論を通じて出来上がったも 

のである。コメント頂いたすべての参加者に謝意を表する。寺出道雄教授は，テ一マ設定などについ 

てコメントを下さるのみならず，注意深い判読もして下さった。細田衛士教授からは理論分析に関す 

るコメントを頂いた。また，大山道広教授から，草稿の段階で頂いたコメントも有益であった。さら 

に，木村福成助教授から頂いたコメントは本論文を大きく前進させるものであった。記して感謝の意 

を表したい。なお言うまでもなく，本稿の内容についての責任は全て筆者に帰するものである。

( 1 ) 我国においても刈分小作制度が多く存在していたことは，『本邦小作慣行』や 『本邦ニ於ケル刈分 

小作』などから窺い知ることができる。

107 (  645 )



労働を監視できないことを前提として理論的に解き明かすことが求められている。

Stiglitz (1974)は，Bardhan and Srinivasan (1971)を遡る1969年に S. Cheung が発表した 

Cheung (1969)に着眼し，刈分小作制度のリスク分担機能をモデル化することによって新機軸を 

打ちだした。Cheung (1969), Stiglitz (1974)もともに，刈分小作制度によって小作人のリスク負 

担が軽減されることを示している。彼らの主張は，Harris and Raviv (1978)，Holmstrom (1979)， 
Shavel (1979)などによって継承され，精緻化されたモデルによって，刈分小作制度の存在理由の 

説明が試みられている。

それらの一連の諸理論は折衷的非効率仮説と位置づけられ，地主が小作人の労働を監視できない 

という前提の下に，刈分小作制度の優位性および地主による刈分小作制度の選択を論証する諸理論 

の中で最も説得力があると評価されてはいるものの，刈分小作制度が定額地代よりも効率的である 

ことを理論的に示すには至っていない。地主が監視によって小作労働の水準を強制できない状況に 

おいて刈分小作制度下の生産量が定額小作制度に比べて低位になるという古典派以来の命題は今日 

の経済理論においてもほぼ支配的であり，刈分小作制度が現実に地主によって選択されているとい 

う事実に対しては今日においてもなお明確な説明が与えられていないのが現状である。刈分小作制 

度に関する諸理論の展開を包括している川越•大 塚 (1982)や 大 塚 （1985)においても，刈分小作制 

度が定額小作制度に比べて効率的であるのか否か，なぜメIJ分小作制度が選択されているのかは，経 

済学の諸問題の中でも長期間にわたって関心を集めかつ未だに論争解決の確固たる糸ロが見いださ 

れていないと述べられており，地主が小作人の労働を監視できないことを前提として，地主が刈分 

小作制度を選択する理由を解き明かすことの重要性が強調されている。

本稿では，次のニ点を明示的にモデル化することによって解決を試みる。

まず第一は凶作の可能性の明示的なモデル化である。元来農業と凶作は深いかかわりがあり，凶

作の可能性を捨象することは農業に固有の特徴を捨象することに等しいと言えよう。本稿では，
(2)Hayami and Otsuka (1993)等を援用して凶作の可能性の明示的なモデルイ匕を図る。

第二は，緊密な血縁 . 地縁関係のモデル化である。Cheung (1969) は戦前の中国の刈分小作制度 

が緊密な血縁 • 地縁の関係に支えられていたことを明らかにし，Takahashi (1969) もまた戦後の 

フィリピンについて研究して同様の結果を得ている。その他Higgs (1973)等も同様に，刈分小作 

制度が緊密な血縁.地縁の関係に支えられていたことを指摘している。このように，通常の農村経 

済が緊密な血縁.地縁の関係の上に成立していることが多くの研究によって示されているので，こ 

のこともモデノレ化する必要がある。本稿では，緊密な血縁 .地縁関係を，「凶作時における小作料の 

免除」 と同一視してモデルを構築する。このようなモデル化は，緊密な血縁 . 地縁関係の下では， 

地主がしばしば無利子の信用を供与するというBardhan and Rudra (1980), Man^ahas et. al

( 2 ) この文献の存在を木村福成氏によって教えられた。記して謝意を表したい。
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(1 9 7 6 )等の見解の一次接近的単純化となっている。

本論文では，これらの二つのことがら一凶作の可能性および緊密な血縁-地縁関係一を陽表的に 

取り上げ，地主が監視によって小作労働の水準を強制することができないものとしても，刈分小作 

制度が定額小作制度よりも効率的であり，地主の最適化行動の結果として刈分小作制度が選択され 

ることを理論モデルを用いて証明する。

以下では， まず第2 節でモデルを構成し，第 3 節では，当該地域において刈分小作制度が採用さ 

れている場合を分析対象とし，続く第 4 節では，当該地域において定額小作制度が採用されている 

ものと想定する。第 5 節では，それまでの分析結果を踏まえて，刈分小作制度が地主の最適化行動 

によって採用されるのかどうについて検討し，そして第6 節で，本論文の結論を要約して展望を述 

ベる。

2 . 基 本 モ デ ル

Stiglitz (1 9 7 4)等と同様に，地主と小作人から構成される農村経済を分析対象とし，地主が土 

地を所有し，その土地を小作人が労働によって耕作して穀物を生産しているものと想定する。本稿 

では，地主，小作人ともに危険中立的であるものとする。当該の土地は凶作の可能性に直面してい 

るものとし，凶作時の収穫量はゼロであると仮定する。また，通常の農村が温情的な関係で成り立 

っているという多くの研究結果をモデル化し，収穫がゼロの場合には，地主はたとえ定額小作制度 

を採用していても小作料を徴収できないものとする。また，Bardhan and Srinivasan (1971)，大 

塚 （1 9 8 5 )などの主張を踏まえて，地主が監視によって小作労働の水準を強制することができない 

ものとして議論を進める。

本稿における小作人は労働時間を保有しており，生産のための労働（狭義の農耕）や地力維持等 

のための労働を行い，その残りは余暇に充てる。小作人の行動原理は，余暇から得られる効用と小 

作料支払い後の穀物の残量の総和の最大化である。刈分小作制度が採用されている農村においても， 

収穫物を小作人が自分で消費することは稀であり，他の産品との交換のために用るのが通常である。 

生産物に関して，生産物の消費から得られる効用の最大化ではなく上記のような仮定をおくのは， 

このような事実を念頭においているためである。 また，小作人が地力維持等の努力を行うと，生産

性が上昇するとともに，凶作の確率が減少するものとする。さらに，結論を明確にするために，本
(3)

稿では，小作人が余暇に費やす時間を一定として議論を進める。以下では，小作人が余暇から得る 

効用については明示的には取りあげないこととする。

( 3 ) 小作人の労働供給の弾力性が小さい場合には，本稿の分析結果は本質的に維持される。
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本稿で用いられる記号を整理すると以下のようになる。

L  ：当該小作人の労働時間。

L c ：当該小作人が地力維持のために費やす時間。

F ( L - L c ,  L c ) ：当該小作人の生産関数。

この生産関数は狭義の農耕に費やす時間と地力維持の双方に依存するものとする。農耕に費や 

す時間の増加によって生産が増加するものとして^ ^ r y > 0 を仮定し， また，小作人が地力 

維持等の努力を行うと生産性が上昇するという上述の仮定を受けて^ r > o を仮定する。さらに， 

x / - l c7 <q, く0 を仮定し，二階の条件が満たされるものとする。

p ( L c) ：地力維持水準がL c である場合に，凶作を免れる確率。

小作人が地力維持等の努力を行うと凶作の確率が減少するという仮定を受けて 

ブ(ムc) > 0 を仮定する。またが，( / ^ ) > 0 を仮定し，二階の条件が満たされるものとする。

J ：刈分小作制度において当該小作人に課される小作料率。 

a ：定額小作制度において当該小作人に課される小作料。

W  ：当該小作人の留保効用水準。 ， > 0 を仮定する。

3 . 凶作の可能性に直面した地域における刈分小作制度

まず，刈分小作制度が採用されている場合を考える。

小作料率がメであり，当該小作人がL cの量の時間を地力維持に費やしている場合の小作人の期 

待収益 E kA L c, A ) , 地主の期待収益E n A U , バ）はそれぞれ，

E m s( L c, W = (トA)p(Lc) F ( L  — L c, L c) ( 1 )
E7T2S( L c, A) =  Ap(Lc) F ( L - L c ,  L c) ( 2 )

と表記される。（2 ) 式右辺は，凶作を免れる確率と生産量との積に小作料率をかけたものである。 

刈分小作制度においては，収穫ゼロのときには取得する小作料もゼロであるので，こ の （2 ) 式に 

よって地主の期待収益が表現される。

小作人が地力維持に費やす時間の社会的最適水準U は，地主と小作人の期待収益の総和を最大 

化するものと定義されるので，Em% Lc,ス）+  En2s{Lc, A) =  E n ( L c, A )を L cで偏微分してゼロと 

おくことによって算出される。よって， は，

醫 = p Xl c)f {l - l c, l c) + p {l c) =  0 O )

を満たす水準に定まる。生産関数厂 (厶ーL c，L c )や凶作を免れる確率を表す関数p ( L c) に関する上
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述の仮定より，二階の条件は満たされる。

一方，小作人がスを所与として自己の目的関数を最大化する結果として得られる地力維持のた 

めの時間L c* は E m s( Lc，X ) を L c で偏微分してゼロとおくことによって求められるので，

警 = ( 1 _ + 仏 )F ( L - L e，L C) + P ( L C) = 。 （ 4 )

を満たす水準に定まる。生産関数F (L  —ム ，L c) や凶作を免れる確率を表す関数p (L c) に関する上 

述の仮定より，二階の条件は満たされる。こ の （4 ) 式を満たすL C* U )は 常 に （3 ) 式も満足す 

るので，，メの水準に関わらず，

L C*(A) ニ U  ( 5 )
が成立する。L cs の定義より，小作人が地力維持にL csの時間を費やしている場合に社会的最適生 

産量が得られるので，

命 題 1 
凶作の可能性に直面した地域における刈分小作制度の下では，生産量が社会的に最適な水準と一 

致する。

という命題が成立し，緊密な血縁.地縁の関係に基づいた地域が凶作の可能性に直面している場合 

には，A. Sm ith (1929)， A. M arshall (1 9 6 1 )などの伝統的見解とは異なり，刈分小作制度の内在 

的劣等性が存在しないことが示される。ただし，この命題は緊密な血縁-地縁の関係に基づいた地 

域が凶作の可能性に直面しているという設定や，小作人，地主ともに危険中立的であるというモデ 

ル化に大きく依存していることに留意すべきである。また，小作料率 /1 が労働と余暇の間の卜レ 

一ドオフに影響するなどして小作人の勤労意欲に影響を与えるとすればこの結論には修正が必要と 

なる。

4 . 凶作の可能性に直面した地域における定額小作制度 

次に，定額小作制度が採用されている場合を考える。

当該の地主が小作人から取得する定額地代水準をa と表現すると，小作人がL cの量の時間を地 

力維持に費やしている場合の小作人の期待収益E m F( L c, a ) , 地主の期待収益E m F(し，a ) がそれ 

ぞれ，

E n / { L C, a) =  p ( L c) F ( L -  L c, L c) 一p (L c)a  ( 6 )
E tc2f{ L c, a) =  p ( L c)a  ( 7 )

と表現される。（7 ) 式の右辺は凶作を免れる確率と定額地代水準との積である。本稿では，前述
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のように当該の農村が緊密な血縁 . 地縁の関係によって成立していると仮定しており，凶作の場合

には，地主が小作人から小作料を取得できないものと考えているので（7 ) 式によって，地主の期 

待収益が表現される。

定額地代水準びを所与として小作人が自己の目的関数を最大化する結果として得られる地力維 

持のための時間L c**(ぴ）は定額小作制度下の小作人の期待収益E t t A L c，a ) を L c で偏微分してゼ 

ロとおくことによって求められるので，

d E n / d L c  =  A L c) F ( L c, ^ )+ p (L c) ( - T (^ l Le) + D  ( 8 )

を満足する水準に決定される。

ここで，こ の （8 ) 式に， （3 ) 式で定まる厶 /  (地力維持に費やす時間の社会的最適水準）を 

代入すると，p \ L c ) F { L - L c ,  L c ) + p { ~  ^  TdFLc) + キ)であるために

となる。

0 であるのでEtt，は図 1 のように上に凸な関数として表現される。また，L c**(び）の 

定義より， = 0 が得られる。これらのことがらと（9 ) 式とを併せ考えることに 

より，すべてのぴに対して 

L c**(a) <  Lcs

図 1
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が成り立ち，定額地代制度の下では小作人の最適化問題の結果として得られる地力維持水準が社会 

的最適水準に比べて過少となることがわかる。本稿のモデルの設定において定額小作の際に地力維 

持努力がこのように過少になるのは，地力維持によって期待地代が高まるためである。

前述のように，小作人が地力維持にL cs の時間を費やしている場合にのみ，社会的最適生産量が 

得られるので，

命題 2 
凶作の可能性に直面した地域における定額地代制度の下では，生産量が社会的最適水準に比べて 

過少となる。

という命題が導かれる。

A. Smith (1929)や A. M arshall (1 9 6 1 )などの古典派以来，定額小作制度が効率的であること 

に対して疑問が投じられることはなかったが，この命題2 は，「凶作時にはゼロとなる定額地代」 

を考えると，定額小作制度が非効率的となることを示している点で意味があると思われる。

5 . 凶作の可能性のある緊密な血縁.地縁農村における刈分小作制度の内在的優等性

前のニ節により，凶作の可能性があり緊密な血縁.地縁関係が存在する農村地域においては，刈 

分小作制度の方が定額小作制度よりも社会的に望ましいことが示された。そこで最後に，そのよう 

な刈分小作制度が地主の期待収益最大化行動によって選択されるのかどうかについて考える。

まず，刈分小作制度を採用した場合に地主が獲得できる期待収益の最大値を導出する。

地主の解くベき問題は，小作人の期待収益を留保水準に維持しつつ自己の期待収益を最大化 

することである。地主が小作料率スを与えると， （4 ) 式より，小作人にとって最適な地力維持水 

準が L C* U )に定まる。 （2 ) 式に代入することにより，このときの地主の期待収益が， 

p ( L c%A)) A F (L C*(A), L C*(A))
と表現されるので，地主にとって最適なメの水準 / ^ は，

M ax p { L c * { X ) ) A F { L - L c*(X), ⑶）

Sub. to. p ( L c * U ) ) ( l - A ) F ( L - L C*(A), L C*(A)) =  W  (10)
を解くことによって求まる。こ の は 図 2 のように図解される。小作人の留保効用が正であると 

いう仮定1 F > 0 より，ス* は 1 未満の水準に定まる。また，小作人の留保効用水準が高いほど，こ 

の刈分小作率 / ^ は 1 を大きく下回ることになる。
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図 2

一方，定額小作制度を選択した場合に地主が獲得できる期待収益の最大値は以下のようにして導 

出される。地主が定額小作料ひを与えると， （8 ) 式より，小作人にとって最適な地力維持水準が 

ム に 定 ま り ， （6 ) 式に代入することにより， このときの地主の期待収益が， 

p ( L c**(a))a
と表現されるので，地主にとって最適なa の水準？ が，

M ax p ( L c**(a)) a
Sub. to. p ( L c**(a)) F ( L - L c * * ( a ) ,  L c* * ( a ) ) ~ p ( L c**(a))  =  W  (11)

を解くことによって導かれる。こ の は 図 3 のように図解される。

以上の分析結果を用いて，刈分小作制度を採用した場合に地主が獲得できる最大期待収益と定額 

小作制度を選択した場合に地主が獲得できる最大期待収益とを比較し，刈分小作制度が地主の期待 

収益最大化行動から選択されることを示す。

地主が刈分小作制度を採用する際の制約条件を表す（1 0 ) 式より， 

p ( L c*(A) )AF(L-Lc*(A) ,  L C*(A)) =  p ( L c*(A)) F ( L - L C*U), L C* ( A ) ) ~ W  
が得られ，地主が定額小作制度を採用する際の制約条件（1 1 ) 式より， 

p { L c**{a)) a =  p { L c * * { a ) ) F { L - L c**{a), L c* * { a ) ) - W
が得られるので，刈分小作制度を採用した場合に地主が獲得できる期待収益の最大値と定額小作制 

度を選択した場合に地主が獲得できる期待収益の最大値との差を計算すると，
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図 3

p ( L c*U ))AF(L-Lc*(A) ,  L c * ( A ) ) - p ( L c**(a))a  
= p ( L c*(A) )F(L-Lc*(A) ,  L C* { A ) ) - W  
- [ p ( L c**(a))F(L-Lc**(a), L c**{a))-W]
= p(L c*(A) )F (L-L c*(A), Lc* (A)) - p(Lc**(a ))F (L-Lc**(a), L c**(a))

となる。さらに，（5 ) 式で示されるL C*U) =  L / という関係を用いることによって， 

p ( L c* (A ) )F (L -L c * U ) ,  L c * ( X ) ) - p ( L c * * ( a ) ) F ( L ~ L c**(a),  L c**(a))
= p(Lcs) F ( L - L c s,Lcs) - p ( L c * * ( a ) ) F ( L - L c * * ( a ) , L c**(a))

が導かれる。L cs の定義より， 

p(Lcs) F ( L - L c s, Lcs) ^  ( L c**(a))F(L-Lc**(a),  L c**{a)) V a 
となるので，

p{Lc*{A))F(L-Lc*{A) ,  L c * ( A ) ) - p ( L c**(a) )F(L~Lc**(a) ,  L c**(a))>  0 V んぴ 

が成立する。従って， 

p(Lc*(A*))A*F(L-Lc*(A*),  L C*(A*))~ p ( L c**(a*))a* >  0 
となり，刈分小作制度を採用した場合に地主が獲得できる期待収益の最大値が定額小作制度を選択 

した場合に地主が獲得できる期待収益の最大値を常に上回ることがわかる。このことは図4 からも 

明らかである。よって，次の命題が成立する。
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図 4

命 題 3
緊密な血縁 • 地縁の結びつきに支えられた農村が凶作の可能性に直面している場合には，地主の 

期待収益最大化行動の結果として刈分小作制度が選択される。

理論上非効率的とされる刈分小作制度がなぜ現実に多く存在するのかは，古典派以来今日に至る 

まで，重要な問題の一つとして数多くの論争がなされ， しかも未解決のままであるが，この命題3 
は，そのような古典派以来の論争に対して新たな視点を提供するものであると考えられる。

6 . 結 び

本稿は，凶作の可能性や緊密な血縁•地縁関係を明示的にモデル化することによって従来の諸研 

究の問題点を克服することを試みたものである。得られた結果は以下のように要約される。

( 1 ) 緊密な血縁 • 地縁の結びつきに支えられた農村が凶作の可能性に直面している場合には，刈 

分小作制度の下での生産量が社会的最適水準と一致する。

( 2 ) 緊密な血縁 . 地縁の結びつきに支えられた農村が凶作の可能性に直面している場合には，定 

額地代制度の下での生産量が社会的最適水準に比べて過少となる。
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( 3 ) 緊密な血縁 • 地縁の結びつきに支えられた農村が凶作の可能性に直面している場合には，地 

主の期待収益最大化行動の結果として刈分小作制度が選択される。

( 1 ) の結論は，本稿においては地主，小作人がともに危険中立的であることや，労働時間が固 

定されていることに依存している。通常の研究においては，労働時間や労働強度は固定されておら 

ず，またそれを地主がモニターすることが不可能であるという状況を考えて，道徳的陥弊の問題が 

議論されているが，本論文では，そのような設定とは異なっているのである。 また，（2) の結論を 

導出するにあたっては，定額小作と言っても凶作時には小作料がゼロとなるという設定が重要とな 

っている。以上のようなモデル設定において， （3 ) の結論が導かれているのである。

これらの分析結果により，地主が監視によって小作労働の水準を強制することができないものと 

しても，刈分小作制度が定額小作制度よりも効率的であり，地主の最適化行動の結果として選択さ 

れることが説明された。刈分小作制度が生産要素の過少投入をもたらすか否か，地主が刈分小作制 

度を選択しているのはなぜかという，古くからの問題に対して，本稿の分析は解決の手がかりの一 

つを与えると言えるであろう。

このような分析結果を一般化して断定的な結論を導き出すのは危険であるが，立脚しているニつ 

の仮定は現実的妥当性を有するものである。これらの二つのことがらも考慮して理論分析をするこ 

との重要性を指摘し得た点において本論文には新たな貢献があると思われる。
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